
 

 

議  案  第  １０  号  

 

 

新居浜市下水道事業に係る受益者負担金等に関する条例の一部を改正する

条例の制定について  

 

新居浜市下水道事業に係る受益者負担金等に関する条例の一部を改正する条例を次の

とおり制定する。  

 

平成２８年２月２２日提出  

 

新居浜市長  石  川  勝  行  

 

 

新居浜市下水道事業に係る受益者負担金等に関する条例の一部を改正する

条例  

 

新居浜市下水道事業に係る受益者負担金等に関する条例（平成２４年条例第４７号）

の一部を次のように改正する。  

第２条第２項第１号中「第５条第１項第１号」を「第５条第１項第５号」に改める。  

附  則  

この条例は、公布の日から施行する。  

 

提案理由  

下水道法の一部改正に伴い、引用法令条項のずれが生じたことによる所要の条文整備

を行うため、本案を提出する。  
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